
申し込み　 問い合わせ

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
　
　
　
　10
時
00
分
〜
19
時
00
分

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

窓　　口
業務時間

申し込み 　 問い合わせ

く
ら
し
の
情
報

き
ま
す
。
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て

か
ら
10
年
が
経
過
。
電
池
切
れ
な
ど

が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
半

年
に
１
度
、
定
期
的
な
作
動
確
認
を

し
ま
し
ょ
う
。

消
防
局
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
７

２
月
19
日
か
ら
前
橋
テ
ル
サ
休
館

　

２
月
19
日
㈪
か
ら
23
日
㈮
ま
で
、

前
橋
テ
ル
サ
は
改
修
工
事
の
た
め
、

一
部
入
居
団
体
を
除
き
休
館
し
ま
す
。

同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
１
‐
３
２
１
１

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

火
の
用
心
乾
燥
続
く
こ
の
季
節
に

　

３
月
１
日
㈭
か
ら
７
日
㈬
ま
で
、

春
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
や
す
い
こ
の
時
季
。

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
を

　

全
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
防
災
用
品
を
取
り
扱
う
販
売
店

や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
購
入
で

号
赤
城
山
線
、
３
・
４
・
31
号
三
俣 

下
小
出
線
に
つ
い
て
都
市
計
画
を
変

更
し
ま
し
た
。
こ
の
関
係
図
書
を
縦

覧
し
ま
す
。

縦
覧
場
所
＝
県
庁
都
市
計
画
課
、
前

橋
土
木
事
務
所
、
市
役
所
都
市
計
画
課

市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

建
築
物
防
災
週
間
に
啓
発
活
動

　

３
月
１
日
㈭
か
ら
７
日
㈬
ま
で
は

全
国
一
斉
の
建
築
物
防
災
週
間
。
３

月
1
日
に
、
中
心
市
街
地
の
雑
居
ビ

ル
な
ど
を
対
象
に
防
災
啓
発
活
動
を

実
施
。
ま
た
、
期
間
中
、
多
数
の
人

が
利
用
す
る
建
築
物
な
ど
に
立
ち
入

り
検
査
を
行
い
ま
す
。　

建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

力
作
集
ま
る
前
橋
市
民
展

　

美
術
・
写
真
・
書
道
の
3
部
門
を

展
示
す
る
前
橋
市
民
展
を
開
催
。
市

民
の
芸
術
作
品
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
〈
美
術
〉
３
月
１
日
㈭
～
４

日
㈰
〈
写
真
〉
３
月
８
日
㈭
～
11
日

㈰
〈
書
道
〉
３
月
15
日
㈭
～
18
日
㈰
、

午
前
10
時
～
午
後
５
時
30
分
（
入
場

は
午
後
５
時
ま
で
）

堆
肥
な
ど
は
適
正
に
管
理
し
て

　

堆
肥
や
家
畜
の
ふ
ん
尿
を
管
理
・

使
用
す
る
際
は
、
臭
い
な
ど
で
周
辺

に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
堆
肥
を
管
理
す
る
と
き

　

❶
で
き
る
だ
け
堆
肥
舎
に
収
容
す 

る
❷
畑
な
ど
に
置
く
場
合
は
防
水
シ 

ー
ト
を
下
に
敷
き
、
上
に
も
掛
け
て 

風
で
飛
ば
な
い
よ
う
固
定
す
る
❸
で

き
る
だ
け
住
居
か
ら
離
し
て
置
く
❹

畜
産
・
園
芸
農
家
と
も
に
必
要
以
上

の
在
庫
を
持
た
な
い
。

●
堆
肥
を
撒
く
と
き

　

❶
風
の
強
い
日
を
避
け
て
撒ま

い
た

後
は
す
ぐ
に
耕
う
ん
す
る
❷
住
居
周

辺
で
は
食
事
時
を
避
け
て
家
屋
や
塀
、

洗
濯
物
な
ど
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
配

慮
す
る
❸
完
熟
堆
肥
を
使
用
。
畜
産

農
家
は
堆
肥
を
完
熟
さ
せ
て
か
ら
販

売
・
譲
渡
す
る
。

農
林
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
０
５

都
市
計
画
を
変
更
し
ま
し
た

　

前
橋
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
46 

事
前
登
録
で
証
明
交
付
を
お
知
ら
せ

　

登
録
型
本
人
通
知
制
度
は
、
代
理

人
や
第
三
者
の
請
求
で
住
民
票
や
戸

籍
謄
抄
本
な
ど
が
交
付
さ
れ
た
と
き

に
、
本
人
に
通
知
す
る
制
度
。
こ
の

制
度
を
利
用
す
る
に
は
事
前
に
登
録

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い

る
か
本
籍
の
あ
る
人

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分

証
明
書
な
ど
を
用
意
し
、
市
役
所
市 

民
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１ 

０
７
）
で

介
護
保
険
の
利
用
状
況
を
通
知

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
、

利
用
状
況
の
お
知
ら
せ
を
２
月
下
旬

に
郵
送
。
自
分
が
利
用
し
た
サ
ー
ビ

ス
と
間
違
い
が
な
い
か
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
今
回
の
通
知
に
は
、
９
月

か
ら
12
月
ま
で
の
居
宅
・
施
設
サ
ー

ビ
ス
な
ど
の
利
用
分
を
記
載
し
ま
す
。

介
護
保
険
室

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
１
２
９

創
業
セ
ン
タ
ー
で
起
業
支
援

　

創
業
セ
ン
タ
ー
で
は
、
も
の
づ
く

り
で
起
業
を
目
指
す
人
に
３
Ｄ
プ
リ

ン
タ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
な
ど

を
利
用
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
安
価
で

提
供
し
て
い
ま
す
。

受
付
日
時
＝
平
日
、
午
前
９
時
～
午

後
５
時

対
象
＝
起
業
予
定
の
個
人
・
団
体

費
用
＝
１
時
間
１
０
０
円

同
館

☎
０
２
７
‐
２
８
９
‐
９
６
６
６
へ

地
区
計
画
の
原
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
地
区
計
画
の

変
更
に
つ
い
て
、原
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

対
象
地
区
＝
下
大
島
東
地
区
、
五
代

南
部
団
地
、
亀
里
地
区
、
東
大
室
地

区
、
多
田
山
産
業
団
地

期
日
＝
２
月
20
日
㈫
～
３
月
６
日
㈫

（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
計
画
案
に
つ
い
て

意
見
の
あ
る
土
地
所
有
者
な
ど
は
、

３
月
７
日
㈬
～
13
日
㈫
に
郵
送
で
。

住
所
・
氏
名
・
意
見
の
要
旨
を
書
い

た
意
見
書
を
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

会
場
＝
昌
賢
学
園
ま
え
ば
し
ホ
ー
ル

（
市
民
文
化
会
館
）

生
涯
学
習
課

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
８

赤
城
山
南
麓
の
古
墳
を
め
ぐ
る

　

文
化
財
探
訪
「
赤
城
山
南
麓
の
古

墳
を
め
ぐ
る
」
を
開
催
。
文
化
財
を

巡
り
歴
史
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

正
円
寺
古
墳
、
堀
越
古
墳
、
横
室
古

墳
公
園
、
九
十
九
山
古
墳
を
バ
ス
で

巡
り
ま
す
。

日
時
＝
３
月
18
日
㈰
午
前
９
時
～
午

後
１
時
（
雨
天
決
行
）

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

２
月
27
日
㈫
か
ら
文
化
財
保
護
課

☎
０
２
７
‐
２
８
０
‐
６
５
１
１
へ

華
や
か
に
文
化
協
会
総
合
文
化
祭

　

文
化
協
会
総
合
文
化
祭
を
開
催
。

和
太
鼓
・
舞
踊
な
ど
舞
台
発
表
、
美 

術
・
書
道
な
ど
の
展
示
を
行
い
ま
す
。

部
門
・
日
時
＝
〈
展
示
〉
２
月
24
日

㈯
午
前
9
時
～
５
時
・
25
日
㈰
午
前

９
時
～
午
後
３
時
〈
舞
台
〉
２
月
25

日
㈰
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

会
場
＝
昌
賢
学
園
ま
え
ば
し
ホ
ー
ル

（
市
民
文
化
会
館
）

文
化
協
会

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
３
２
１

お
知
ら
せ

催
　
し

市長コラム
Mayor’s  Column

　前橋市は市民活動が盛んなまちです。子育て
や福祉のボランティア、生涯学習、地域の歴史
研究、スポーツ、まちづくり･･･
　市民活動を行っている皆さんには、市役所と
は違う角度から市民を支え励ましていただいて
います。これらの活動の根底には「前橋を良く
したい」という善意があります。
　市長の役割は、その善意に感謝し、市民を信じ
て、その活動を応援することです。皆さんが、そ
れぞれの夢に向かって歩んで行ける社会を、市民
の善意と一緒につくりたい。これは私の大切な願
いです。これからも、励まし合
いながら進んでいきましょう。

　第 1 回定例市議会
の日程は次のとおり
です。ぜひ傍聴にお
越しください。また、
本会議はインターネッ
トで生中継します。スマートフォンやタブレ
ット端末などからも視聴できます。本市ホー
ムページトップ画面内「前橋市議会」からご
覧ください。

議会事務局 ☎027-898-5923

市議会定例会傍聴しませんか

日時 会議名
2月28日㈬ 午後1時 本会議
3月6日㈫

午前10時

本会議(代表質問)
3月8日㈭

本会議(総括質問)
3月9日㈮
3月14日㈬ 建設水道常任委員会（議案審査）
3月15日㈭ 総務常任委員会（議案審査）
3月16日㈮ 教育福祉常任委員会（議案審査）
3月19日㈪ 市民経済常任委員会（議案審査）
3月27日㈫ 午後1時 本会議
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